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第５節 雑 則 

 

 （適用除外） 

第 26 条 前３節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販

売に該当するものについては、適用しない。 

 一 売買契約又は役務提供契約で、第２条第１項から第３項までに規定する売買契約若

しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するも

の又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結

するものに係る販売又は役務の提供 

 二 本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供 

 三 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供 

 四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供（その団体

が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの

者に対して行う販売又は役務の提供を含む。） 

  イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会 

  ロ 国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）第 108 条の２又は地方公務員法（昭和 25

年法律第 261 号）第 52 条の団体 

  ハ 労働組合 

 五 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供 

六 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売  

七 弁護士が行う弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）第３条第１項に規定する役務の提

供及び同法第 30 条の２に規定する弁護士法人が行う同法第３条第１項又は第 30 条の

５に規定する役務の提供並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

（昭和 61 年法律第 66 号）第２条第４号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第３

条第１項、第５条第１項、第６条第１項又は第７条に規定する役務の提供、同法第２条

第５号に規定する外国法事務弁護士法人が行う同法第 59条に規定する役務の提供及び

同法第２条第６号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う弁護士法第３

条第１項又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第 71 条に規定する役

務の提供  

八 次に掲げる販売又は役務の提供  

イ 金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第２条第９項に規定する金融商品取引

業者が行う同条第８項に規定する金融商品取引業に係る販売又は役務の提供、同条

第 12 項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第 11 項に規定する金融商品仲介業

に係る役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第 33 条の３第１項第６

号イに規定する登録金融機関業務に係る販売又は役務の提供、同法第 79 条の 10 に

規定する認定投資者保護団体が行う同法第 79条の７第１項各号に掲げる業務に係る
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役務の提供及び同法第２条第30項に規定する証券金融会社が行う同法第156条の24

第１項に規定する業務又は同法第 156 条の 27 第１項各号に掲げる業務に係る役務の

提供 

ロ 宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第２条第３号に規定する宅地建物取

引業者（信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和 18 年法律第

43 号）第１条第１項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第２条第

２号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。）が行う同条第２号に規定する商

品の販売又は役務の提供 

ハ 旅行業法（昭和 27 年法律第 239 号）第６条の４第１項に規定する旅行業者及び同

条第３項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第２条第３項に規定する役務の提

供 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又

は電話勧誘販売における商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約につい

て、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の

提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供と

して政令で定めるもの 

２ 第９条から第９条の３まで、第 15 条の３、第 15 条の４及び第 24 条から第 24 条の３

までの規定は、会社法（平成 17 年法律第 86 号）その他の法律により詐欺又は強迫を理由

として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基

金の拠出としてされた特定権利の販売で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当す

るものについては、適用しない。 

３ 第４条、第５条、第９条、第 18 条、第 19 条及び第 24 条の規定は、その全部の履行が

契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであ

つて、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに

履行された場合（主務省令で定める場合に限る。）については、適用しない。 

４ 第９条及び第 24 条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に

該当するものについては、適用しない。 

一 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者

と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常

の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供 

二 契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく

害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供 

５ 第９条及び第 24 条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提

供が次に掲げる場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用

しない。  

一 第９条第１項に規定する申込者等又は第 24 条第１項に規定する申込者等が第４条第
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１項若しくは第５条第１項若しくは第２項又は第 18 条第１項若しくは第 19 条第１項

若しくは第２項の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により

価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全

部若しくは一部を消費したとき（当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、

又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。）。 

二 第９条第１項に規定する申込者等又は第 24 条第１項に規定する申込者等が第４条第

１項若しくは第５条第１項若しくは第２項又は第 18 条第１項若しくは第 19 条第１項

若しくは第２項の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難

しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定める

ものを引き渡されたとき。 

三 第５条第２項又は第 19 条第２項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品

若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定め

る金額に満たないとき。 

６ 第４条から第 10 条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。 

 一 その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しく

は役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売 

 二 販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品若しくは特定

権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約

若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供

を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるもの

に該当する訪問販売 

７ 第 18 条、第 19 条及び第 21 条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、

適用しない。 

 一 売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を

締結するために電話をかけることを請求した者（電話勧誘行為又は政令で定める行為

によりこれを請求した者を除く。）に対して行う電話勧誘販売 

 二 販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品若しくは特定権利若しくは

役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は

当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、

かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められ

る取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売 

８ 第 10 条及び前条の規定は、割賦販売（割賦販売法（昭和 36 年法律第 159 号）第２条第

１項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。）で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するも

のについては、適用しない。 

９ 第 11 条及び第 13 条の規定は、割賦販売等（割賦販売、割賦販売法第２条第２項に規定

するローン提携販売、同条第３項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第４項に規



一八三 
 

定する個別信用購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。）で通信販売に該当

するものについては、適用しない。 

10 第 20 条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 

 

趣 旨 

 本条は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する本章第２節から第４節までの規定

の適用が除外される場合について規定したものである。 

解 説 

１ 第１項は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する規定が全て適用除外される場

合についての規定である。 

 ⑴ 第１号は、本法が一般消費者を保護するための法律であるので、契約の申込みをした

者又は購入者等が営業のために又は営業として締結する契約に係るものには適用しな

い旨の規定である。「営業のために若しくは営業として」とは、本法においては商行為

に限定するものではない。通常、事業・職務の用に供するために購入し、又は役務の提

供を受ける場合は本号に該当する。 

   ただし、第１号の趣旨は、契約の目的・内容が営業のためのものである場合に本章第

２節から第４節までの規定が適用されないという趣旨であって、契約の相手方の属性

が事業者や法人である場合を一律に適用除外とするものではない。例えば、一見事業者

名で契約を行っていても、購入商品や役務が、事業用というよりも主として個人用・家

庭用に使用するためのものであった場合は、原則として本章の規定は適用される。特に

実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどなかったりする零細事業者の場合には、

本章の規定が適用される可能性が高い。 

また、法の趣旨に照らせば、仮に、契約の相手方となる消費者に金銭を稼ぐなどの利

益活動を行う意思があったとしても、そのことのみをもって、「営業のために若しくは

営業として締結するもの」に直ちに該当すると解されるものではない。「営業のために

若しくは営業として締結するもの」に該当するかは、契約の対象となる商品又は役務に

関する取引の種類、消費者が行おうとする利益活動との関連性や目的、消費者が契約の

対象となる商品又は役務を利用した利益活動に必要な設備等を準備しているかなどの

事情を踏まえて、当該消費者が当該取引に習熟していると認められるかどうかを総合

的に検討する必要がある。例えば、利益活動を行う意思のある消費者が情報商材を購入

した場合において、消費者の購入しようとする情報商材の内容が一般的なものではな

い、消費者が行おうとする利益活動が社会通念上事業の遂行とみられる程度の社会的

地位を形成していない、消費者が契約の対象となる商品を利用した利益活動に必要な

設備等を準備していないといった事情を踏まえて、当該消費者は当該取引に習熟して

いるとは認められないのであれば、「営業のために若しくは営業として締結するもの」

に該当せず、適用除外に当たらないと考えられる。 
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 ⑵ 第２号は「本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供」には本

章第２節から第４節までの規定を適用しない旨の規定である。 

なお、本邦外に在る者が本邦内に通常居住する消費者に対し商品若しくは権利の販

売又は役務の提供を行う場合には、消費者は、法の適用に関する通則法第 11 条の規定

に従って本法の民事ルールの適用を主張することができる。 

 ⑶ 第３号の「国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供」については、国や地方公

共団体が行う場合は本法の趣旨たる消費者保護に欠けることはないものと考えられる

ので、適用除外としている。 

 ⑷ 第４号は、団体の内部自治の観点から、特別法に基づく組合（イ）、公務員の職員団

体（ロ）及び労働組合（ハ）がそれぞれの直接又は間接の構成員等に対して行う販売又

は役務の提供を本章第２節から第４節までの規定の適用除外としている。この場合、間

接の構成員とは、連合会の会員である組合の組合員等をいい、括弧内は、その法律の規

定によって、特に員外利用が認められている場合には、その員外者に対する販売又は役

務の提供も適用除外になるという意味である。また、イの特別の法律に基づいて設立さ

れた組合としては、農業協同組合、消費生活協同組合、国家公務員共済組合、市町村職

員共済組合等が挙げられる。 

 ⑸ 第５号は、社内販売、購買会事業等のことで、これも第４号と同様の趣旨から会社内

部の問題であるとして本章第２節から第４節までの規定の適用除外としている。 

 ⑹ 第６号は、いわゆる一般商業紙以外の新聞、例えば、政党の発行する新聞、宗教団体

の発行する新聞、組合等の団体の発行する新聞のことを指す。これらは、販売の勧誘目

的の来訪等とその他目的の来訪等の区別を行うことが難しいものであり、訪問販売規

制を始めとする本章第２節から第４節までの義務を課すことで、こうした販売の勧誘

目的以外の来訪に萎縮効果が及ぶ可能性が高いため、例外的に本章第２節から第４節

までの規定の適用除外としている。 

⑺ 第７号は、弁護士等の行う業務を指す。弁護士等の職務については、「弁護士自治」

の保障により、団体の会規による消費者保護のための自律的対応が図られるとの観点

から、本章第２節から第４節までの規定の適用除外としている。 

⑻ 第８号は、他の法律によって消費者保護が適切に図られると認められる商品の販売

や役務の提供について適用を除外するために導入した条項である。 

（注）不動産の取引に関し、宅地建物取引業法第２条第３号に規定する宅地建物取引業者

が行う同法第２条第２号に規定する商品の販売又は役務の提供については、本章第

２節から第４節までの規定の適用が除外される（法第 26 条第１項第８号ロ）が、①

宅地建物取引業法に基づく免許を受けていない者が不動産の販売を訪問販売等で行

った場合、②宅地建物取引業法に基づく免許を受けた宅地建物取引業者が宅地以外

の不動産の販売（例：用途地域外の山林、雑種地について、宅地造成等をせずに山林、

雑種地として販売）を訪問販売等で行った場合は本章の規定が適用される。 
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ア 「他の法律の規定によつて……利益を保護することができると認められる販売又

は役務の提供」（第８号ニ） 

これは、商品の販売等について、各個別法において、実効ある規制体系が構築され

ているものを指す。そうしたものに合致するか否かの基準は、不当な勧誘や広告等に

対して、以下の２点が満たされているかにより判断することとなる。 

① 消費者被害に対する是正措置が整備されていること（設置法に基づく一般的な

行政指導等では不十分） 

② 消費者被害に対する是正措置を発動することが可能であり、本法の法目的と整

合していること 

具体的には、業務改善命令、約款変更命令、指示、懲戒等に該当する措置が法律上

規定されており、事業者の不当な勧誘や不当な広告等によって消費者被害が発生し

た際に発動することが可能であり、消費者被害が発生している状況を一定の強制力

をもって改善することができると認められる場合を指す。したがって、単に立入検査

が可能であるだけの場合には、この基準を満たさないものと整理している。 

これらが満たされているか否かを精査した結果、政令別表第２に列挙された商品

の販売又は役務の提供を適用除外としている。 

イ 「イからハまでに掲げるもの」（第８号ニ） 

これらは上述の基準を満たすものの例示である。 

  ウ 「政令で定めるもの」（第８号ニ） 

    これらは政令別表２等で定義されている。同表は、各号において「……規定する業

務」、「……規定する事業」となっているものもあれば、直接的に「……規定する役務

の提供」となっているものもあるが、意味において差はなく、各個別法の規定方法に

合わせた表現を採用したものである。 

  なお、本適用除外措置は、例えば、そもそも訪問販売等が観念できないような取引や事

業者間取引しか想定し得ないような取引については、適用除外を行う必要がないため、当

然に各号には盛り込まれていない。 

２ 第２項は、株式の引受けが、この行為を信頼する他の株主、会社債権者その他の公衆の

利益を保護すべき要求が強く、会社法上、詐欺、強迫等の取消しの理由いかんによらず取

消しが制限されていること（会社法第 51 条第２項、第 102 条第６項、第 211 条第２項）

を踏まえ、会社法その他の法律により契約の取消しが制限されている株式又は出資の引

受け等については、本法による契約の解除や取消しができないこととしたものである。 

３ 第３項は、一定の役務の提供については、訪問販売及び電話勧誘販売における書面交付

義務及びクーリング・オフ規定を除外することが必要であるとして規定されたものであ

る。 

⑴ 「政令で定めるもの」 

ア 具体的には政令第 13 条において以下の４種類の役務について提供される場合が規



一八六 
 

定されている。 

① いわゆる海上タクシー等による輸送（第１号） 

② 飲食店での飲食の提供（第２号） 

同号における「店」とは、固定店舗であることを要せず、法第２条第１項におけ

る「営業所等」に該当することを意味するものであり、例えば、省令第１条第３号

に規定する「屋台店」などの形態も含まれる。 

③ あん摩、マッサージ等の施術（第３号） 

同号に規定した役務の提供は、典型的には、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、

きゆう師等に関する法律（昭和 22 年法律第 217 号）」における、あん摩マッサージ

指圧師免許を受けて行うあん摩、マッサージ又は指圧であるが、それに加え、同法

による免許を不要とするような簡易マッサージ（例えば、クイックマッサージ）も

該当する。 

なお、通称マッサージと自称している、いわゆる風俗店における役務の提供であ

っても、実際に上記のようなマッサージを行っていれば、政令第 13 条第３号に該

当する。 

④ カラオケボックス等の利用（第４号） 

通常は、いわゆる個室型になっているものであり、他の顧客と分離して使用させ

る状態となっているものであるが、それぞれの仕切りが固定的であるか否か等の

厳密な密閉性まで要するものではない。 

なお、たまたまカラオケ機を設置しているマージャンクラブや、その提供してい

る役務が主にカラオケではない場合（キャバレー等）については、ここでいうカラ

オケボックスに該当しない。 

    いずれの場合も、役務提供事業者の従業員が営業所等以外の場所において呼び止

めた顧客を営業所等まで同行させ誘引し、それによって役務提供契約を締結する事

例である。例えば、居酒屋の路上勧誘（第２号）のほか、街頭等で従業員の客引きに

よって簡易マッサージ（第３号）やカラオケ等の遊興施設に誘引されて契約を締結す

る場合（第４号）や、観光地等において乗船場以外の場所で観光客を相手に海上タク

シー等を運営する役務提供事業者の従業員が乗船を促す事例（第１号）が一般的に存

在する。 

これらの役務の提供については、注文すれば間を置かずに飲食することなどの役

務の提供を受けることとなり、通常注文ごとに書面交付がなされるようなことは行

われていない。このような役務の提供ごとに書面を交付されるのは消費者にとって

も不要・煩雑であると考えられることから、こうした契約については書面の交付義務

が課されなくとも消費者保護に欠けることはないと考えられる。 

また、クーリング・オフ規定についても、これらの役務の性質上、役務提供事業者

にとって提供を遅らせるというようなことが実質的に不可能であり、仮にクーリン
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グ・オフを認めた場合には、役務が提供されているにもかかわらず、消費者から対価

が得られない状況となり、役務提供事業者に過度の負担を生み出すこととなること

から、クーリング・オフの適用除外とした。 

イ 「営業所等……以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者から役務

提供契約の申込みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うもの」（政令第

13 条柱書） 

アに記載したとおり、各号の役務のうち、いわゆる路上勧誘をきっかけとするもの、

すなわち、法第２条第１項第２号に規定するいわゆるキャッチセールスの場合に限

られる。 

⑵ 「契約の締結後直ちに履行された場合（主務省令で定める場合に限る。）」 

本項はそもそも、全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務

の提供につき、役務提供事業者にとって提供を遅らせることが実質的に不可能である

にもかかわらず、クーリング・オフされた場合に、不当な対価関係が生じ得ることから、

クーリング・オフの適用除外とする趣旨であるため、その除外対象となる取引を以下の

二つの類型に限っている。 

ア 「当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行された場合」（省令第 67 条第

１号） 

当該役務提供契約の締結後、役務提供事業者から直ちにその債務の全部履行が現

になされた場合には、本項の趣旨を満たすことから除外対象としている。 

イ 「当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行されることとなつている場合

であつて、役務の提供を受ける者の申出によつて、その一部のみが履行された場合」

（省令第 67 条第２号） 

全部の履行が行われていないとはいえ、もともとは全部の履行が行われる予定で

あったにもかかわらず、消費者の都合で履行が中断されているような場合には、クー

リング・オフ規定等の適用を除外しなければ、役務提供事業者に過度の負担を生ずる

ため、除外対象としている。これに対して、役務の提供における注意事項についての

説明など、役務の提供のうち軽微なもののみを行った場合や、役務の提供の一部の履

行後、役務提供事業者の都合により、一部の履行に引き続いて全部の履行が直ちには

なされず、残部については翌日以降に回してしまうといった行為については、法第４

条、第５条、第９条、第 18 条、第 19 条及び第 24 条の規定が適用される。 

４ 第４項は、訪問販売及び電話勧誘販売について、クーリング・オフ規定のみ適用が除外

される類型についての規定である。 

 ⑴ 第１号は、訪問販売や電話勧誘販売であっても、購入に際して販売条件についての交

渉が時間をかけて数次にわたって行われ、購入者の購入意思が安定的であるのが通常

であり、この制度を適用した場合にはむしろ契約関係を不安定にするなどの弊害が大

きいと考えられる商品又は役務については、クーリング・オフ規定を適用しないことと
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したものである。「相当の期間」とは、通常１週間ないし２週間以上と解される。また、

「……が通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるもの」であるから、

要件に該当するものを政令で定めたときは、その商品又は役務に係る個々の取引にお

いてたまたま交渉期間が短い場合があっても、クーリング・オフ規定は適用されない。 

  具体的には、政令第 14 条において、自動車販売、自動車リースを規定している。な

お、自動車の貸与のうち、いわゆるレンタカーについては、単なる一時的な利用者が、

上記のように販売条件の交渉に時間をかけ安定的購入意思を常に形成するとは通常考

えられないことから、政令第 14 条には含まれていない。 

⑵ 第２号は、取引の対象となる役務の内容によっては、契約の締結後、速やかに履行を

受けられないとなると、消費者に相当の不利益が発生することが明らかであるような

場合には、消費者にとって著しく利便性を欠くこととなり、役務提供事業者のクーリン

グ・オフ回避に伴う履行遅延のリスクを回避することが必要であることから、このよう

な役務提供契約については、クーリング・オフ規定の適用を除外することとするもので

ある。政令第 15 条において、具体的な役務として以下の二つの類型を規定している。 

  ア 日常生活において必要不可欠であると考えられる役務の提供 

  政令第 15 条第１号から第３号までは、電気やガス、熱の供給契約について規定し

ている。これらについては、転居時等の検針とあいまって供給契約の変更等を勧誘し

て訪問販売を行う事例等が見受けられ、役務提供事業者が消費者からのクーリング・

オフの行使により生ずる費用負担等を回避するために、契約の締結から一定期間役

務の提供を見送ると、むしろ消費者の日常生活に相当程度の悪影響が生ずることと

なるものである。 

なお、電気及び都市ガスの小売全面自由化に伴い、電気については一般送配電事

業による最終保障供給及び離島供給が、都市ガスについては一般ガス導管事業によ

る最終保障供給がそれぞれクーリング・オフの適用除外になっている（訪問販売又

は電話勧誘販売で小売電気事業者やガス小売事業者と電気やガスの供給契約を締結

した場合、クーリング・オフが可能である。）。 

  イ 突発的に発生した事項に対応するために必要となる役務の提供 

  同条第４号は、いわゆる葬式について規定している。例えば、病院等において役務

提供事業者が消費者を勧誘し、役務提供契約を締結する場合である。この際、葬式は

通常、可及的速やかに行われることが求められており、当然役務提供契約から８日間

の経過を待って行われるようなものではないと考えられる。 

５ 第５項は、前項と同様に、訪問販売及び電話勧誘販売についてクーリング・オフ規定の

適用が除外される類型を定めている。 

 ⑴ 第１号は、クーリング・オフができなくなる場合の一つとして、消費者がいわゆる消

耗品を使用又は消費してしまった場合が規定されている。 

   消耗品の場合は、一度開封したり、その一部を使用又は消費したりしただけでもその
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商品価値が全くなくなってしまうものが多い。このような消耗品について、その使用又

は消費後もクーリング・オフを認めることは、販売業者に不合理な負担を過度に負わせ

ることとなるので、本号によりクーリング・オフができる場合を限定した。 

  ア 「第４条第１項若しくは第５条第１項若しくは第２項又は第 18 条第１項若しくは

第 19 条第１項若しくは第２項の書面を受領した場合において」 

    クーリング・オフに関する事項は、訪問販売においては法第４条第１項並びに第５

条第１項及び第２項の書面、電話勧誘販売においては法第 18 条第１項並びに第 19 条

第１項及び第２項の書面の必要的記載事項となっているため、消耗品の場合は「使用

し又はその全部若しくは一部を消費したときは、クーリング・オフできない」旨をこ

れらの書面に記載することとしている。書面に「クーリング・オフできない」旨の記

載がない場合、販売業者は法第 26 条第５項第１号を理由に法第９条又は第 24 条の

適用除外を主張することはできない。 

イ 「その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品と

して政令で定めるもの」 

    「使用若しくは一部の消費」とは、減耗の有無にかかわらず、要するに使ったとき

の意味であり、「価額が著しく減少する」とは、その商品としての価値がほとんどな

くなるという意味である。政令指定の要件は、このように一度使えば商品価値がほと

んどなくなってしまう「おそれがある」ことであるが、その商品の性格から通常の場

合このような危険性が生ずると合理的に予見されればよい。具体的には、政令別表第

３に８種の商品類型が指定されている。 

一 動物及び植物の加工品（一般の飲食の用に供されないものに限る。）であって、

人が摂取するもの（医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）第２条第１項の医薬品をいう。以下同

じ。）を除く。） 

二 不織布及び幅が 13 センチメートル以上の織物 

三 コンドーム及び生理用品 

四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤（医薬品を除く。） 

五 化粧品、毛髪用剤及び石けん（医薬品を除く。）、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つ

や出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ 

六 履物 

七 壁紙 

八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 31 条に

規定する配置販売業者が配置した医薬品（薬事法の一部を改正する法律（平成 18

年法律第 69 号）附則第 10 条に規定する既存配置販売業者が配置したものを含む。） 

ウ 「使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき（当該販売業者が当該申込者等

に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。）」 
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    どのような状況に至ったとき「使用し又は……消費」という要件に該当することと

なるかは、個々具体的なケースに応じて判断せざるを得ないが、一般的には、消費者

自らの行為により当該商品の価値の回復が困難になったときと考えられる。したが

って、容易に包装し直せる商品の包装を破いただけでは「使用し又は……消費」とは

いえないが、密封されている商品の密封を開けてしまったとき（例えば、缶詰を開け

てしまったとき等）には「使用し又は……消費」ということになる。 

    また、セット商品等の場合、そのうちの一品を使用又は消費したときでも、そのセ

ット商品全体についてクーリング・オフができなくなるのか、それとも使用又は消費

した商品以外の商品については、クーリング・オフができるのかは、通常販売されて

いる商品の最小単位を基準として判断される。すなわち、使用又は消費した商品に係

る最小単位部分については、クーリング・オフをすることができない。これは、売買

契約の形式いかんを問わない。例えば、化粧品セットのうちクリームだけを消費した

場合、他の化粧水、ファンデーション、口紅等についてはクーリング・オフを妨げな

い。また、その際、クーリング・オフをすることができない部分の価格は、その単位

部分がばら売りされるときの通常の販売価格と考えるべきである。 

    したがって、セット商品であるが故に全体の価格が割引価格となっている場合に

おいて、クーリング・オフがされたときは、通常、代金の支払がいまだなされていな

ければ、販売業者は、当該使用又は消費した商品のばら売り価格に相当する額の金銭

の支払を請求することができ、また代金の支払が済んでいれば、販売業者は、割引価

格から当該使用又は消費した商品のばら売り価格を差し引いた価格に相当する額の

金銭を払い戻さなければならない。 

    なお、販売業者が商品を販売したときに消費者を促してその商品を使わせたよう

な場合は、法第９条及び第 24 条の原則に戻り、両条項に規定された期間内（８日間）

はクーリング・オフできる。 

⑵ 第２号は、いわゆる生鮮食料品等、極めて短期間に腐ること等によって商品価値が著

しく減少するものを想定した規定である。現状においては、生鮮食料品（いわゆる生肉

や野菜、花卉等）は、通常は店舗販売されることが多く、消費者の自宅に来訪する形式

であったとしてもいわゆる御用聞き販売の形態として取引されており、こうした場合

はそもそも法第４条から第 10 条までの規定の適用対象外の事例である（政令第 18 条

第１号）。また、現金 3,000 円未満の取引が通常の販売実態としても多いと考えられる

（法第 26 条第５項第３号）。こうした状況を踏まえ、現時点においては、法第 26 条第

５項第２号に対応する政令条項は定めていない。 

⑶ 第３号は、クーリング・オフができなくなる場合の一つとして、現金取引であってそ

の取引額が一定の金額に満たない場合を規定している。 

 ア クーリング・オフについて金額の裾切りを設けたのは次のような理由によるもの

である。 
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① クーリング・オフに伴う販売業者のコストは、商品を引き取りかつ代金を返還す

ることに伴うものであるが、現金取引以外の取引については、販売業者等と購入者

等の間において、いまだ契約に基づく債務の履行が終了しておらずそのコストは

少ない場合が多い。 

② しかしながら、現金取引におけるクーリング・オフは、購入者等の都合により既

に当事者間における債務の履行が終了した契約を解除するものであり、販売業者

は再度その購入者等の住居を訪れ、商品を引き取るとともに、受領した代金の全部

を購入者等に対して返還しなければならず、現金取引以外の場合に比してコスト

が高額の場合が多い上、自ら帰責性のないコストの増大を余儀なくされる場合も

ある。これは、いたずらに社会的コストを増大させるのみばかりか、多くの健全な

訪問販売が少額な現金取引において行われているという取引実態に悪影響を及ぼ

すおそれがある。 

③ また、一定の金額以上の取引についてクーリング・オフできることとすれば、消

費者保護に欠けることはないものと考えられる。 

イ 「当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る

役務の対価の総額」 

 代金等の総額は、本章第２節から第４節までの規定の適用対象となる商品、特定権

利及び役務の金額によるものである。したがって、例えば、当該商品と適用が除外さ

れる商品とを同時に購入した場合においては、適用除外される商品の購入金額を除

いた合計金額を政令で定める金額と比べることになる。 

 なお、「政令で定める金額」は、政令第 17 条で「3,000 円」と定めている。この額

は、商品等の本体価格のみならず、消費税等を加えた総額で判断するものである。 

６ 第６項は、①本法の訪問販売に対する規制が専ら押し付け販売的なものから消費者を

保護することに目的があること、②したがって、日常生活において支障なく行われている

同様の形態の取引についてまで規制を及ぼすことは本意ではなく、またそれによってこ

れらの取引に無用の混乱を生ぜしめることは避けるべきこと等から、これらの取引を訪

問販売についての規定の適用対象から除外している（ただし、法第３条及び第３条の２は

適用される。）。 

 ⑴ 第１号は、販売業者等が自らの意思に基づき住居を訪問して販売を行うのではなく、

消費者の「請求」に応じて行うその住居における販売等を適用除外としている。 

   「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若し

くは役務提供契約を締結することを請求した者」に対して訪問販売を行う場合は、例

えば、商品の売買に当たっては、①購入者側に訪問販売の方法によって商品を購入す

る意思があらかじめあること、②購入者と販売業者との間に取引関係があることが通

例であるため、本法の趣旨に照らして訪問販売についての規定を適用する必要がない

（ただし、法第３条及び第３条の２は適用される。）。購入者が、「○○を購入する
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から来訪されたい。」など、「契約の申込み」又は「契約を締結すること」を明確に

表示した場合のほか、契約内容の詳細が確定していることを要しないが、購入者が契

約の申込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申込

み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をした場合、「請求した者」に当たる。 

   しかし、商品等についての単なる問合せ又は資料の郵送の依頼等を行った際に、販売

業者等より訪問して説明をしたい旨の申出があり、これを消費者が承諾した場合は、消

費者から「請求」を行ったとはいえないため、本号には該当しない。 

   また、販売業者等の方から電話をかけ、事前にアポイントメントを取って訪問する場

合も本号には該当しない。 

さらに、例えば、消費者が台所の水漏れの修理を要請し、その修理のために販売業者

等が来訪した際に、台所のリフォームを勧誘された場合や、見積りのみを目的として訪

問を依頼した販売業者等とその場で修理等の契約を締結した場合については適用除外

に当たらないと考えられる。加えて、販売業者等が広告等で安価な価格のみを表示して

おり、これに基づいて消費者が訪問を依頼したところ、広告等での表示額と実際の請求

額に相当の開きがあった場合、訪問を依頼した段階においては、消費者は広告等で表示

されていた安価な価格で契約を締結する程度の意思しか有しておらず、実際の請求額

ほど高額な価格での契約を締結する意思を有していなかったといえ、実際に請求され

た金額で契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思を表示したといえないよう

な場合には、当該消費者は「請求した者」には該当せず、適用除外に当たらないと考え

られる。 

 ⑵ 第２号は、通例の取引態様として、訪問販売の方法による販売又は役務の提供が日常

生活の中に支障なく定着している場合である。適用除外とした理由は、①このような取

引についてまで本法の規制の対象とすることは、そもそも本法の立法趣旨ではないこ

と、②対象とすれば、かえってこのような円滑な日常取引を阻害し、無用の混乱を生ず

るおそれがあることである。 

  ア 「販売業者又は役務提供事業者が……通例であり」 

    商品若しくは権利の販売又は役務の提供の方法として日常生活に定着している訪

問販売方法の意である。 

  イ 「通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められ

る」 

    一般的に日常生活の上で支障なく行われているものと認められる、すなわち、一般

的に見て、本法がその保護を目指している保護法益が侵害されるおそれがないと認

められるとの意である。具体的には、購入の意思が不確定なまま商品購入を押し付け

られる、履行をめぐってトラブルが発生する、販売業者等の責任追及が困難となるな

どの危険性が通常生じない場合である。 

  ウ 「取引の態様で政令で定めるもの」 
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    実際の取引がア及びイの要件に適合して適用除外となるのか否かが不分明である

と法的安定性を害するので、ア及びイの要件に該当する取引態様を具体的に政令で

定め、該当の有無をあらかじめ明確にしておくこととしたものである。「取引の態様」

であるから、客観的にその形態が確定できるものでなければならない。次のような取

引を政令第 18 条で規定している。 

   ① 現に店舗において販売を行っている販売業者（以下「店舗販売業者」という。）

又は現に店舗において役務の提供を行っている役務提供事業者（以下「店舗役務提

供事業者」という。）が定期的に住居を巡回訪問し、商品若しくは特定権利の売買

契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は役務提供契約の申込み若しくは

役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこ

れを締結して行う販売又は役務の提供（政令第 18 条第１号） 

     ①は、いわゆる御用聞き販売を対象とするものである。 

     「現に店舗において販売を行つている」及び「現に店舗において役務の提供を行

つている」とは、店舗を有し、かつ、当該店舗において日常販売活動を行っている

という意味であり、例えば、本来的には販売員の事務所として使用し、時たま、そ

の場所で販売を行っているとしても、これには該当せず、また、無店舗販売業者が、

脱法的に見せかけの店舗を構え、実際には、そこで販売活動を行っていない場合も、

これに該当しない。要するに、客観的にみて、その店舗において、日常、販売活動

が行われていると認められるものでなくてはならない。 

     「定期的」とは、一定の間隔をおいてという意味であり、その間隔は取扱商品等

によって異なっており、一律にその長さを定めることはできない。例えば、日用品

の販売店では、毎日、３日おき、１週間おき等、比較的短期間に訪問するであろう

し、家庭電器販売店等耐久消費材の販売店では、ボーナス期等に半年あるいは１年

程度の間隔をおいて定期的に訪問することになろうが、要は、計画的に、すなわち、

顧客台帳等に基づき、あらかじめ訪問時期を定めて、一定の間隔をおいて訪問する

ものであれば、定期的な訪問といってもよい。しかし、定期的訪問といっても、１

年を超えるような間隔をおいて訪問するような場合は、消費者と当該販売業者等

との間に信頼関係が生じているとはいい難いので、本号の定期的な訪問とはいい

難い。 

     「巡回訪問し」とは、一定の地域内の住居を順次回るという意味であり、ある特

定の住居について注文を取るために訪問するような場合は、これに該当しない。な

お、巡回訪問の都度商品を販売しなくても、単に巡回訪問していれば、本号に該当

する。 

     「勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う

販売又は役務の提供」とは、いわゆる御用聞き販売の本質を表現したもので、①い

わゆる御用聞き販売は、販売業者等から商品の売り込み等を行わず、単に得意先の
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注文を聞いて回るいわば受動的販売であり、②それ故に、消費者の契約締結の意思

が不安定のまま形成されることがなく、したがって、消費者保護上問題を生じない

ことから、この要件を本号の中心的要件としている。 

   ② 店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客（当該訪問の日前１年間に、当該販

売又は役務の提供の事業に関して、取引（当該取引について法第４条第１項、第５

条第１項若しくは第２項若しくは第９条第６項の規定に違反する行為又は法第７

条第１項第１号若しくは第４号に掲げる行為がなかったもの及び当該取引のあっ

た日以後において法第９条の２第１項各号に該当する契約を締結することを目的

としないものに限り、法第３条の２第２項若しくは第６条第１項から第３項まで

の規定に違反する行為又は法第７条第１項第２号若しくは第３号に掲げる行為が

あったものを除く。）のあった者に限る。）に対してその住居を訪問して行う販売又

はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結

して行う役務の提供（政令第 18 条第２号） 

②は、店舗販売業者等が顧客に対してその住居において販売等を行う場合であ

り、第３号の無店舗販売業者等が訪問販売を行う場合と区別し、除外の要件も異な

っている。これは、店舗販売業者等が店舗による販売活動を主にしているため、一

般的には無店舗販売業者等に比べ訪問販売の活動範囲が制約され、また、日常、店

舗を通じて消費者との取引関係があり、相対的に両者の信頼関係は強いといえる

こと、もし、トラブルを発生しても、消費者は当該店舗に行き、販売業者等を追及

しやすいこと等のためである。 

     「（当該訪問の日前１年間に、……取引のあつた相手方……）」とは、訪問販売を

行った日を基準時点としてその前の日から過去１年以内に１回以上取引のあった

相手方の意味であり、このような場合は、消費者は当該販売業者等を知っており、

かつ両者の間に信頼関係が成立していると考えられる。 

     「当該販売又は役務の提供の事業に関して」として、過去に行われた取引の範囲

を限定したのは、販売業者等が当該販売の事業に関係のない取引、例えば、自動車

販売店が、当該消費者に対して不動産取引を行った実績があったとしても、このよ

うな取引は、販売業者等が通常行っている商品の販売等について、相手方との間に

信頼関係が成立しているとは認め難いからである。 

     「取引……のあつた」とは、当該販売の事業が通常扱っている商品の販売等のみ

ならず、加工、修理等の役務の提供が行われた場合（洋服店が洋服の仕立てを行っ

た場合や、家庭電器販売店が電器製品の修理を行った場合）も含まれる。これらに

ついては、いずれも消費者にとって商品の購入等と同様、当該販売業者等との間に

当該販売又は役務の提供の事業に関し、信頼関係を生ずる要素になると考えられ

るためである。取引の行われた場所は店頭でも、相手方の住居でもよいが、取引の

内容については、適用除外の趣旨を考慮すると、両者が過去の取引関係を認識して
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いる必要があり、また、取引実績の有無について、争いが生じた場合、販売業者等

が立証する必要があるので、実際上は、割賦販売を行った場合、高額商品を販売し

た場合、購入者の住居に商品の配達を行った場合等に限定され、低廉な商品を販売

したような場合は取引があったとすることは困難であろう。 

     また、「（当該取引について法第４条第１項、第５条第１項若しくは第２項若しく

は第９条第６項の規定に違反する行為又は法第７条第１項第１号若しくは第４号

に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第９条の２

第１項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第３条

の２第２項若しくは第６条第１項から第３項までの規定に違反する行為又は法第

７条第１項第２号若しくは第３号に掲げる行為があつたものを除く。）」との規定

にもあるように、過去に契約が締結された事実があってもクーリング・オフがされ

たり、紛争となっていたりしたものについては、過去の取引実績とは認められない。

法第９条の２第１項第２号については、まさしく１年間に１回以上の訪問がある

ものであり、過去１年以内に行った直近の取引が正常なものであることを主張し

て、政令第 18 条によって適用除外となることを悪用した過量販売契約が濫発する

ことは、本項の趣旨に反するものである（現に、悪質事業者における次々販売の事

案においても、しばしば本類型に係る適用除外を事業者側が主張するといった事

態がみられる。）。したがって、同様の問題が繰り返されることを防ぐため、確認的

に「法第９条の２第１項各号に該当する契約を締結することを目的としないもの

に限り」という限定を付したものである。また、当然に、書面交付義務や指示対象

行為など、本法各条項の規定に反するような行為も、正常な取引とは解し得ないた

め、併せて規定している。なお、ここで「限り」と「除く」を使い分けているのは、

立証負担についての在り方を条項ごとに区別するためである。つまり、ある取引が

法の適用除外となるか否か、すなわち、取引実績があることの立証負担は、各条項

の適用がなされないことを主張する販売業者等が負うのが原則であり、例えば、法

第４条第１項又は第５条第１項若しくは第２項の書面を交付したことを販売業者

等が証明することは可能であるため、その立証責任は販売業者等にあるものとし

ており、「限り」より前において規定している行為等については、原則どおり、販

売業者等が立証負担を負うこととなる。他方で、「限り」より後において規定して

いるものについては、例えば、法第６条第１項の不実告知があった旨などは性質上

消費者が立証するものであることから、そのようなものについては消費者が立証

責任を負うこととしたものである。 

     なお、本号及び第３号が適用されるのは「その住居を訪問して行う」商品、特定

権利の販売又は「その住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務

提供契約を締結して行う」役務の提供であり、いわゆるキャッチセールス、アポイ

ントメントセールス等「その住居を訪問」せずに行う販売等は対象とならない。 
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   ③ 店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が

継続的取引関係にある顧客（当該訪問の日前１年間に、当該販売又は役務の提供の

事業に関して、２以上の訪問につき取引（当該取引について法第４条第１項、第５

条第１項若しくは第２項若しくは第９条第６項の規定に違反する行為又は法第７

条第１項第１号若しくは第４号に掲げる行為がなかったもの及び当該取引のあっ

た日以後において法第９条の２第１項各号に該当する契約を締結することを目的

としないものに限り、法第３条の２第２項若しくは第６条第１項から第３項まで

の規定に違反する行為又は法第７条第１項第２号若しくは第３号に掲げる行為が

あったものを除く。）のあった者に限る。）に対してその住居を訪問して行う販売又

はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結

して行う役務の提供（政令第 18 条第３号） 

     ③は、無店舗販売業者等が顧客に販売する場合である。前述のとおり無店舗販売

業者等の場合は相対的にみて店舗販売業者等に比べ消費者との間のつながりが希

薄と考えられるので、取引の回数を増やし、２以上の訪問につき取引のあった場合

を適用除外としている。 

     「２以上の訪問につき取引……のあつた」とは、それぞれの訪問につき取引のあ

ったことが２回以上あったという意味である。したがって、２以上の訪問で１回の

取引が成立しても、それだけでは該当しない。 

「（当該取引について法第４条第１項、第５条第１項若しくは第２項若しくは第

９条第６項の規定に違反する行為又は法第７条第１項第１号若しくは第４号に掲

げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第９条の２第１

項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第３条の２

第２項若しくは第６条第１項から第３項までの規定に違反する行為又は法第７条

第１項第２号若しくは第３号に掲げる行為があつたものを除く。）」とは、前号と同

様の趣旨で規定しているものである。 

④ 販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所（以下単に「事業

所」という。）に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所

において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務

の提供（その事業所の管理者の書面による承諾を受けて行うものに限る。）（政令

第 18 条第４号） 

     ④は、事業所の管理者の書面による承認を受けて行う職場訪問販売であり、管理

者は承認するに当たって販売業者等の信用度をチェックするとともに、所在地も

把握するのが通常であるので、消費者の保護がこれによって確保されるため、適用

除外としている。 

     「事業所……に所属する者」とは、常勤の従業者のみならず、使用者、臨時従業

者等当該事業所に所属する者の全てを含む。また「事業所の管理者」とは、当該事
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業所で事業を営む企業なり団体なりの庶務担当責任者等、当該企業又は団体にお

いて当該事業所の管理権限を有する者であり、例えば、共同ビルの管理者等は含ま

れない。 

     この職域販売については、法の適用関係に後日トラブルが生ずることのないよ

う事業所の管理者の承認を明確に得た場合に限ることとし、「書面による」承認を

得て行う販売等に限定したものである。 

７ 第７項は、第６項で訪問販売に関する適用除外を規定しているのと同様の趣旨で、これ

らの取引を電話勧誘販売についての規定の適用対象から除外することとしたものである。 

  ただし、法第 16 条（氏名等の明示）、第 17 条（契約を締結しない旨の意思を表示した

者に対する勧誘の禁止）及び第 20 条（承諾等の通知）の規定については適用される。 

 ⑴ 第１号は、販売業者等が自らの意思に基づき電話をかけて勧誘を行うのではなく、消

費者が販売業者等に対して契約締結のために電話をかけるよう「請求」したことに応じ

て、電話をかけて電話勧誘販売を行う場合を適用除外とするものである。 

   このような場合においては、①購入者等と販売業者等との間に平常取引関係がある

こと、及び②購入者等の側に電話勧誘販売の方法によって商品若しくは権利を購入す

る又は有償で役務の提供を受ける意思があらかじめあることが通例であるため、本法

の趣旨に照らして電話勧誘販売の規定を適用する必要がないためである。 

  ア 「売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契

約をするために電話をかけることを請求した者」 

    本号により電話勧誘販売の規定が適用除外となるのはあくまでも「契約の申込み

をし又は……契約の締結をするために」販売業者等に電話をかけることを請求した

場合であり、消費者が単に商品等の問合せを目的として販売業者等からの電話を請

求した場合については、「申込みをし又は……締結するため」に請求したことには該

当せず、適用除外とはならない。 

（注） 電話においては、架電の容易性という特性からも消費者が問合せ等の目的で気

軽に販売業者等に電話をするよう請求しがちであるが、「商品内容を聞きたいか

ら電話してくれ。」と依頼したからといって直ちに契約締結しようという意思が

あるとまではいえず、むしろ説明を聞くために請求する場合が通常であると考

えられる。したがって、ここでいう「請求」の程度は、契約の申込み又は契約の

締結を明確に表示した場合、すなわち「○○を購入したいので、電話されたい。」

などと依頼する場合、あるいは、当該事業者との平常の取引関係等から客観的に

みて購入等の意思が明らかである場合に限られる。 

  イ 「電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く」 

    一方、消費者から契約締結のための電話を請求した場合であっても、これに該当す

るもの全てを適用除外としてしまうと、販売業者等の不意打ち的な電話勧誘行為を

受けて購入意思を形成した消費者が販売業者等からの電話を請求した場合や、高額
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商品の電話勧誘を行うに当たってまず安価な別商品で消費者の購入意思を形成させ、

その契約を締結するための電話を請求させられた場合等、本来本規定により適用除

外すべきと考えられないケースも含まれる可能性があることから、仮に外形上「契約

の申込みをし又は……契約締結のために電話をかけることを請求した」ことに該当

する場合であってもこうした状況の下で消費者が結果的に架電要請をしたようなケ

ースについては適用除外の対象とせず、各種の保護措置にかからしめることとした

ものである。 

    政令第 19 条では、「電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信す

る方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広

告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若

しくはウェブページ等を利用して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供

契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけること

を請求させる行為」を規定している。 

    例えば、電話勧誘を行おうとする主たる商品についての販売意図を秘匿して安価

な別商品で消費者を誘引し、その契約をしたいと思った消費者に販売業者等からの

電話を請求させた上で主たる商品の電話勧誘販売を行うという場合等はこれに当た

る。 

    なお、販売業者等が電話勧誘をした際、消費者が単に「また後で電話してくれ。」

というようなケースはそもそも「契約を締結するために電話をかけることを請求」し

たことには該当しないことから適用除外にはならない。 

  ⑵ 第２号は、通例の取引態様として電話勧誘販売の方法によって行われることが日

常生活の中に支障無く定着している場合であり、対象とすれば、かえってこのような

円滑な日常取引を阻害し、無用の混乱を生ずるおそれがあると考えられる場合であ

る。 

    政令第 20 条では、こうした要件に該当する取引の態様を具体的に以下のように規

定している。 

    販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客（当該勧誘の日前１年

間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、２以上の取引（当該取引について法

第 18 条第１項、第 19 条第１項若しくは第２項、第 20 条第１項若しくは第 24 条第

６項の規定に違反する行為又は法第 22 条第１項第１号若しくは第４号に掲げる行為

がなかったもの及び当該取引のあった日以後において法第 24 条の２第１項各号に該

当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第 17 条若しくは第 21 条

の規定に違反する行為又は法第 22 条第１項第２号若しくは第３号に掲げる行為があ

ったものを除く。）のあった者に限る。）に対して電話をかけ、その電話において行う

売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを

郵便等（法第２条第２項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。）によ
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り受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供

契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結

して行う役務の提供とする。 

    本号の趣旨は、政令第 18 条第２号及び第３号に規定する継続的顧客に対する訪問

販売の場合と同様である（解説６⑵ウ②及び③を参照。）。 

    ただし、訪問販売においては、主として店舗販売業者等の営業活動は店舗を中心と

した地域において行われているのに対し、電話勧誘販売の場合においては、店舗販売

業者等が店舗の周辺以外の消費者を勧誘したり、申込みを受けたりするという例も

少なくなく、店舗の所在地と無関係の地域で営業活動が展開されることから、適用除

外の要件として有店舗、無店舗による取引回数に差異を設けず、「１年以内に２回以

上の取引があること」を要件とすることとした。 

    なお、この場合の取引実績は電話勧誘販売によるものに限定せず店舗における取

引や通信販売による取引等も含まれる。 

８ 第８項、第９項及び第 10 項は、割賦販売法との適用関係を明らかにした規定である。

同法においても消費者保護の観点から本法と同様の規定が置かれているが、同じ規制を

重複して行うことを避けるため、法第 10 条、第 11 条、第 13 条、第 20 条及び第 25 条に

ついては、より特殊性の強い割賦販売等については割賦販売法を適用することとしたも

のである。 

  具体的には、割賦販売（割賦販売法第２条第１項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。）

については、法第 10 条（訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）

及び法第 25 条（電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）を適

用しないこととしている。 

また、割賦販売等（割賦販売、割賦販売法第２条第２項に規定するローン提携販売、同

条第３項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第４項に規定する個別信用購入あっ

せんに係る販売をいう。以下同じ。）で通信販売に該当するものには法第 11 条（通信販売

についての広告）及び法第 13 条（通信販売における承諾等の通知）を適用しないことと

し、電話勧誘販売に該当するものには法第 20 条（電話勧誘販売における承諾等の通知）

を適用しないこととしている。 

 

 （訪問販売協会） 

第 27 条 その名称中に訪問販売協会という文字を用いる一般社団法人は、訪問販売に係る

取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪

問販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、訪問販売を業として営む者を

社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。 

２ 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。 

 

趣 旨 



二〇〇 
 

 訪問販売は、多様な商品又は役務を対象とし、販売業者等も店舗業者、専業業者、大企業、

個人等と広範囲にわたっている。したがって、訪問販売の規制は、画一的な法律による直接

規制のみでは十分な効果をあげ難く、業者の団体による自主規制に待つところが大きい。 

 したがって、業界自主規制の中心的役割を担う一般社団法人を訪問販売において位置付

け、法律に規定された要件を満たす団体の設立を促進するとともに、既存の法人についても

購入者等の保護を図るための活動を充実させるため、訪問販売業者の自主規制を助長する

こととしたものである。 

本条に規定する法人として、公益社団法人日本訪問販売協会が設立されている。 

 

（協会への加入の制限等）  

第 27 条の２ 前条第１項の一般社団法人（以下「訪問販売協会」という。）は、その定款に

おいて、第８条第１項の規定により訪問販売に関する業務の全部若しくは一部の停止を

命ぜられた者又は第 29条の３に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名

の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができ

る旨を定めなければならない。  

２ 訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 

 

趣 旨 

訪問販売協会が自主規制機関としての役割を十分に果たせるよう、協会の会員として必

要最小限の条件を満たさない者を排除することができる仕組みを備えることとしている。 

解 説 

会員の管理体制をより一層強化するため、特定商取引法により業務停止命令を受けた者

及び協会から除名の処分を受けた者等の加入の制限を定款に規定することを義務付けると

ともに、社員名簿を公衆の縦覧（例えば、ウェブサイトへの掲載も含まれる。）に供しなけ

ればならないこととした。 

 

（成立の届出）  

第 27 条の３ 訪問販売協会は、成立したときは、成立の日から２週間以内に、登記事項証

明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。  

２ 主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。  

 

（変更の届出）  

第 27 条の４ 訪問販売協会は、その名称、住所、定款その他の主務省令で定める事項につ

いて変更があつたときは、当該変更の日から２週間以内に、その旨を主務大臣に届け出な

ければならない。  

２ 前条第２項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 
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趣 旨 

 本条は、一般社団法人法によって、設立後に登記を行うことで成立することとなった一般

社団法人につき、法第 29 条の５の監督等を行うため、成立した協会を主務大臣が把握する

必要があることから規定された条項である。 

解 説 

 法第 27 条の３第１項及び第 27 条の４第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出

をした者に対しては 50 万円以下の過料が科せられる（法第 75 条第１号）。 

 

 （名称の使用制限） 

第 28 条 訪問販売協会でない者は、その名称又は商号中に、訪問販売協会であると誤認さ

れるおそれのある文字を用いてはならない。 

２ 訪問販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、訪問販売協会会員である

と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 

 

趣 旨 

１ 「訪問販売協会」という名称は、業界団体の自主的な事業適正化及び苦情解決努力によ

り訪問販売に係るトラブルから消費者を保護することを目的とする協会にのみ使用を許

されるものである。第１項において「訪問販売協会」の名称の独占使用を規定したのは、

次のような理由による。 

 ① 消費者が苦情解決を申し出たり、訪問販売業者に関する情報を問い合わせたりする

場所に、協会の名称が協会以外の者によって詐称されると混乱を生ずるおそれがある

こと。 

 ② 「訪問販売協会」を中心とした自主規制活動を認知するためには、現に消費者トラブ

ルを惹起させている企業の大半がアウトサイダーであることに鑑みれば、インサイダ

ー業者とアウトサイダー業者の区別を購入者等が明確に認識し得るようにすること等

により一部の悪質なアウトサイダー業者を排除していく必要があること。 

２ 第２項においては、協会会員以外の者が協会会員という名称を使用することを禁止し

ている。 

  「訪問販売協会」はその会員である訪問販売業者に対し、法令及び倫理綱領の遵守その

他事業適正化について指導し、また、会員の販売員に対する研修を行っており、その協会

の会員業者は、他のアウトサイダー業者に比し、適切かつ健全な販売活動を行うものと消

費者が期待感を抱くものと考えられる。したがって、そのような期待感に乗じてアウトサ

イダー業者が「訪問販売協会会員」の名称を詐称して販売活動を行うことを防ぐための規

定を設けたものである。 

解 説 
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１ 「誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」 

  「訪問販売協会」、「訪問販売協会会員」及びこれと実質的同一性を有する文字の範囲に

限り「用いてはならない」ことになる。 

２ 「名称又は商号中に」 

  名称又は商号中に用いる例としては、「○○訪問販売協会会員㈱××商事」が考えられ

る。 

３ なお、第１項に違反した者には 10 万円以下の過料が科される（法第 76 条）。 

また、第２項に違反した者には 30 万円以下の罰金が科される（法第 73 条第１号）。 

 

 （購入者等の利益の保護に関する措置） 

第 29 条 訪問販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の

業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な

助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通

知してその迅速な処理を求めなければならない。 

２ 訪問販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当

該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができ

る。 

３ 会員は、訪問販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないの

に、これを拒んではならない。 

４ 訪問販売協会は、第１項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員

に周知させなければならない。 

 

趣 旨 

 訪問販売業者は、一般に取引に不慣れな消費者を相手とする場合が多く、また、そのよう

な相手方の無知につけ込んで、不当な勧誘を行うなど悪質な業者も見受けられる。そのため

訪問販売業者に係る利用者からの苦情、相談件数は非常に多い。 

 これらの苦情等は、現在、消費者庁、経済産業省、国民生活センター、都道府県等地方自

治体の消費生活センター、弁護士会その他の団体、そして協会においても受け付けている。

しかしながら、これらの苦情の解決はその苦情に係る業者自身で責任をもって解決される

ことが望ましく、通常、消費者は直接に販売業者等に対し苦情を申し出ると考えられるが、

当該販売業者等自身では解決されないようなトラブルの迅速な解決は、消費者トラブルの

発生を未然に防ぐことと同様、訪問販売業者の自主規制団体たる協会の重要な業務である

と考えられ、この業務が迅速かつ的確に行われるよう、法にその処理基準を明定したもので

ある。 

解 説 

１ 第１項は、苦情の解決が困難と予想される場合であっても、協会がそれを忌避するなど
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正当な理由なくこれを拒むことがないよう、協会に苦情受付とその処理を義務として課

したものである。 

  また、その際の手続も当該苦情の関係者たる苦情申立人と販売業者等の両方に働き掛

けて円満な処理が図ることができるよう、苦情申立人には助言をし、販売業者等には苦情

の内容を通知してその迅速な処理を求める必要がある。一方、協会員でない販売業者等に

対しては、協会の力の及ぶところでないため、それらの販売業者等に関する苦情処理につ

いては、協会が自主的に行うことを期待するものの、法で義務を課すことはできない。し

たがって、「会員の営む訪問販売の業務に関する苦情」に限り規定したものであるが、協

会が非会員に関する苦情処理を行うことを妨げるものでない。 

２ 協会の調査のみでは苦情の解決に十分な情報が収集できない場合には、苦情に関係す

る会員に対し、説明又は資料の提出を求めることが想定されるが、第２項及び第３項は、

協会にこれらの権限を付与し、かつ、この協会からの要求を正当な理由なく拒むことがな

いよう、会員に義務を課したものである。 

３ 第４項は、苦情の内容及び処理結果については、同じような苦情が生じないように、協

会に対し会報・研修等を通じて会員に周知させる義務を課したものである。 

 

第 29 条の２ 訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提

供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約

若しくは役務提供契約の申込み若しくはその承諾の意思表示をこの法律の規定により取

り消して当該会員に支払つた金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なくその金銭

の返還がされない場合に、その者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものと

する。  

２ 訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てること

を条件として会員から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。  

３ 訪問販売協会は、定款において、第１項の業務の実施の方法を定めておかなければなら

ない。  

４ 訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しな

ければならない。これを変更したときも、同様とする。  

 

趣 旨 

会員管理の強化を行い、会員の質が一定程度向上した場合でも、必ずしも消費者トラブル

が完全になくなるわけではないことから、事後的に消費者を救済する手段も必要となる。そ

こで、協会に期待される担うべき機能として、従来行ってきた消費者と会員の間での苦情の

処理（法第 29 条）に加え、その延長として、会員が正当な理由なく、解除後の返金を行わ

なかった場合等の直接的な救済を協会に担わせることとした。これにより、消費者の救済に

加え、協会会員による一種の相互保証という関係が構築されることとなり、協会の水準向上



二〇四 
 

をも達成することが可能となる。 

訪問販売による消費者トラブルの救済は、そのトラブルに係る事業者自身が責任をもっ

て解決することが望ましいが、これが不可能な場合は、訪問販売により利益を得ている訪問

販売業者の集合体である協会が、代表してこれを救済する役割を担うことは、消費者利益の

確保に大いに資するものと考えられる。クーリング・オフを始めとした民事的救済が重要な

要素として規定されている訪問販売においては、前条の苦情の解決業務だけでは救済しき

れない消費者に対し、直接的な事後的救済措置を講ずることが消費者利益確保の重要な手

法といえる。 

解 説 

１ 第１項は、会員の営む訪問販売の業務に係る契約の解除等に伴う返金につき、当該金銭

が正当な理由もなく返還されない場合に、一定の金額の金銭を交付する業務を協会が行

うこととしている。 

２ 第２項は、前項により交付される金銭の原資として、協会が会員からの出えんを求め、

基金を積み立てるべきことを定めている。これにより、公益社団法人日本訪問販売協会に

おいては、訪問販売消費者救済基金を設けており、前項における救済業務を行っている。 

 

（社員に対する処分）  

第 29 条の３ 訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律

の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款

に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならな

い。  

 

趣 旨 

法第 27 条の２と同様に、会員の管理体制をより一層強化するため、社員が本法の規定に

違反する行為をした場合などの除名等について定款に規定することを義務付けることとし

た。 

 

（情報の提供等）  

第 29 条の４ 主務大臣は、訪問販売協会に対し、第 29 条及び第 29 条の２に規定する業務

の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。  

 

趣 旨 

協会に期待される苦情の処理や基金による消費者被害の救済といった機能が実質を伴う

ものとするため、主務大臣による関与、具体的には、本法に基づく行政処分の状況等につい

ての情報や資料の提供、金銭的救済業務を行う上での助言や指導を行うことを規定した。 
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（訪問販売協会の業務の監督）  

第 29 条の５ 訪問販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。  

２ 主務大臣は、業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の

規定の施行に必要な限度において、当該業務及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、又

は訪問販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

３ 主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益

を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することがで

きる。 

 

趣 旨 

 本条は、一般社団法人法によって主務官庁による設立の許可及び監督がなされないこと

となったところ、なお最低限の監督がなされる必要が生じた場合のための条項である。 

 

 （通信販売協会） 

第 30 条 その名称中に通信販売協会という文字を用いる一般社団法人は、通信販売に係る

取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、通

信販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、通信販売を業として営む者を

社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。  

２ 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。 

 

（成立の届出）  

第 30 条の２ 前条第１項の一般社団法人（以下「通信販売協会」という。）は、成立したと

きは、成立の日から２週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主

務大臣に届け出なければならない。  

２ 主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。  

 

（変更の届出）  

第 30 条の３ 通信販売協会は、その名称、住所その他の主務省令で定める事項について変

更があつたときは、当該変更の日から２週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければ

ならない。  

２ 前条第２項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 

 

 （名称の使用制限） 

第 31 条 通信販売協会でない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会であると誤認さ

れるおそれのある文字を用いてはならない。 

２ 通信販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会会員である
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と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 

 

 （苦情の解決） 

第 32 条 通信販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む通信販売の

業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な

助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通

知してその迅速な処理を求めなければならない。 

２ 通信販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当

該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができ

る。 

３ 会員は、通信販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないの

に、これを拒んではならない。 

４ 通信販売協会は、第１項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員

に周知させなければならない。 

 

（通信販売協会の業務の監督）  

第 32 条の２ 通信販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。  

２ 主務大臣は、前条の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつ

でも、当該業務及び通信販売協会の財産の状況を検査し、又は通信販売協会に対し、当該

業務に関し監督上必要な命令をすることができる。  

３ 主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益

を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することがで

きる。 

 

法第 27 条、第 27 条の３から第 29 条まで及び第 29 条の５の解説を参照。 

法第 30 条に規定する法人として、公益社団法人日本通信販売協会が設立されている。 

 


